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弟子屈町林野火災予消防対策協議会からのお知らせ

　　　　　　　　　　　　　弟子屈町林野火災予消防対策協議会
　　　　　　　　　　　　　（事務局／役場農林課林務係☎４８２‐２９３６（課直通））

問い合わせ先／

　林野火災が心配される季節になりました。
　町民の皆さんや観光客の方が、余暇などを利用して山林に立ち入ることが多くなるシ
ーズンです。山火事防止のため次の点にご協力をお願いします。
•山林内での喫煙や携帯ガスコンロなどの火気の取り扱いに、十分注意しましょう。
•チェーンソーなどの機械の使用には、十分注意しましょう。
▶林野火災予防強調期間／４月10日から５月20日まで

令和５年林野火災予防全道統一標語が決定

「大切な　山を消さずに　火を消そう」

植樹祭と苗木無料配布会を開催します
美しい緑のふるさとを次の世代に引き継ぐために「弟子屈町植樹祭」と「苗木無料配布会」
を行います。皆で町に緑を増やしましょう。

苗木無料配布会

▼日 時／６月２日㈮
 　　　９時30分～10時30分頃
 　　　（雨天決行）

▼場 所／摩周観光文化センター
※ シャトルバスの運行は行い
ません。
※ 駐車場は摩周観光文化セン
ター裏の駐車場をご利用願
います。

▼樹 　 種／エゾヤマザクラ

▼持 ち 物／ スコップは主催者でも準備しま
すが、数に限りがありますので、
ご持参いただける方はご協力を
お願いいたします。軍手は、各自
でご持参ください。

▶日時・場所／６月５日㈪ 10時30分　役場川湯支所前
14時      役場庁舎前

▶対 象／弟子屈町民
▶配布樹種／ プラム・クラブアップル（予定）
　　　　　　　 （苗木の生育状況によっては、樹種を変

更することもあります。）
　　　　　　  ※ 苗木がなくなり次第、配布終了となり

ますので、ご承知おきください。
　　　　　　  ※ 数に限りがありますので、１世帯１株

の配布となります。
　　　　　　  ※ 川湯地区と弟子屈地区の両方で配布

を受けることはご遠慮ください。
　　　　　　  ※ 配布の際には、「緑の募金」へのご協力

をお願いいたします。

問い合わせ先／弟子屈町緑化推進委員会
（事務局：役場農林課林務係内）
☎４８２‐２９３６（課直通）まで

問い合わせ先／役場農林課林務係
☎４８２‐２９３６（課直通）

弟子屈町植樹祭
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申し込み・問い合わせ先／役場環境生活課環境係☎４８２-２９３４(課直通)

　町と根釧西部森林管理署では、弟子屈町の名木や身近な自然などを巡るツアーを開催しております。今回
の名木ツアーでは、カツラなどの名木をバスで巡るほか、和琴半島で散策する予定です。お一人での参加は
もちろんご家族やお友達とご一緒に春の一日を楽しんでみませんか？ご参加お待ちしています。

　　　　　「弟子屈町 春の名木ツアー」へ行きませんか?

▲

日時／令和５年５月13日㈯9時30分～15時00分　※小雨決行▲

案内箇所／和琴半島自然探勝路、「弟子屈町の名木」のうちカツラなど３本▲

内容（予定）／ 弟子屈町内の名木をご案内するほか、屈斜路湖方面にバスで移動して和琴半島の散策路
を歩き、春の動植物の観察を楽しんでいただきます。

　　　　　　　※歩く距離は計３㎞ほどを予定しています（和琴半島は多少の起伏があります）
　　　　　　　※天候によっては行き先・内容を変更する場合があります。▲

参加料／無料▲

集合場所／弟子屈町公民館前（弟子屈町中央２丁目３番２号）▲

参加定員／20人▲

用意していただくもの／ 天候に合わせて脱ぎ着しやすい服装、雨具（カッパ推奨）、歩きやすい靴、双
眼鏡（お持ちの方）、お弁当、飲み物▲

留意事項／参加者につきましては、主催者側で傷害保険に加入します。▲

申込み　•申込方法／お電話でお申し込みください。
　　　　　•受付期間／４月24日㈪～５月10日㈬
　　　　　•受付時間／９時～17時（※土日を除く平日）▲

主催／弟子屈町・根釧西部森林管理署

参加者募集!!

エコの

すすめ

問い合わせ先／役場環境生活課環境係☎４８２‐２９３４（課直通）

COOL CHOICE（クールチョイス）とは…
　地球温暖化を防止するため、省エネ･低炭素型の｢製品｣｢サービ
ス｣｢行動｣など、『賢

・
い
・
選
・
択
・
』をしていこうという国民運動です。

小さなことからコツコツと!！
　環境に配慮した行動と選択の積み重ねが地球や家庭の｢エコ｣につながります。

CCCCCCCOOOOL
CCCCCCCHHHOICEEE
COOL
CHOICE

回収BOXは役場の他、
川湯支所、屈斜路研修センター、
美留和処理場にあります。

▽判断に迷った場合には、役場環境係までお問い合わせください。

いらなくなった衣類・布類は資源ゴミとしてリサイクルできます！！

回収可能

回収不可能

衣類・布類は町の大切な資源です。
持ち去りは犯罪行為(窃盗)です。
決して、持ち去らないでください！！

皆さんが資源ゴミとして出して
くれた衣服は、工業用雑巾
（ウエス）として再利用され
ています。

近頃、回収ＢＯＸから衣類
を持っていく方が散見され
ます…

素材に関わらず衣類、衣料品全般、古布など洗濯済み
であれば、多少のシミ、黄ばみ、破れは問いません。
（回収BOXを利用する場合は、指定ごみ袋は不要です。）

手袋や下着、洗濯していない物、濡れている物、汚れのひどい物、ペッ
トなどの臭いのする物は、回収できません。


